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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公表番号】特表2017-536407(P2017-536407A)
【公表日】平成29年12月7日(2017.12.7)
【年通号数】公開・登録公報2017-047
【出願番号】特願2017-529774(P2017-529774)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/4439   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/32     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/4439   　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/32     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/38     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/20     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年3月3日(2020.3.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＲＮ－５０９、ポリ（メタ）アクリレート共重合体、及びＨＰＭＣＡＳを含む固体分
散体。
【請求項２】
　前記分散体がＡＲＮ－５０９、ポリ（メタ）アクリレート共重合体、及びＨＰＭＣＡＳ
からなる、請求項１に記載の固体分散体。
【請求項３】
　前記固体分散体中のＡＲＮ－５０９：（ポリ（メタ）アクリレート共重合体及びＨＰＭ
ＣＡＳ）の重量比が、１：１～１：５の範囲内である、請求項１又は２に記載の固体分散
体。
【請求項４】
　前記固体分散体中のＡＲＮ－５０９：（ポリ（メタ）アクリレート共重合体及びＨＰＭ
ＣＡＳ）の重量比が１：３である、請求項３に記載の固体分散体。
【請求項５】
　前記固体分散体中のＡＲＮ－５０９：（ポリ（メタ）アクリレート共重合体及びＨＰＭ
ＣＡＳ）の重量比が１：２である、請求項３に記載の固体分散体。
【請求項６】
　前記固体分散体中のＡＲＮ－５０９：（ポリ（メタ）アクリレート共重合体及びＨＰＭ
ＣＡＳ）の重量比が１：１である、請求項３に記載の固体分散体。
【請求項７】
　前記固体分散体中のポリ（メタ）アクリレート共重合体とＨＰＭＣＡＳとの重量比が、
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５：９５～９５：５の範囲である、請求項１～６のいずれか一項に記載の固体分散体。
【請求項８】
　前記固体分散体中のポリ（メタ）アクリレート共重合体とＨＰＭＣＡＳとの重量比が、
２５：７５～７５：２５の範囲である、請求項７に記載の固体分散体。
【請求項９】
　前記固体分散体中のポリ（メタ）アクリレート共重合体とＨＰＭＣＡＳとの重量比が、
５０：５０である、請求項８に記載の固体分散体。
【請求項１０】
　ＡＲＮ－５０９が非晶質形態で存在する、請求項１～９のいずれか一項に記載の固体分
散体。
【請求項１１】
　前記分散体が固溶体である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の固体分散体。
【請求項１２】
　前記ポリ（メタ）アクリレート共重合体がポリ（メタクリレート－コ－エチルアクリレ
ート）１：１である、請求項１～１１のいずれか一項に記載の固体分散体。
【請求項１３】
　前記ＨＰＭＣＡＳがＨＰＭＣＡＳ　ＬＧである、請求項１～１２のいずれか一項に記載
の固体分散体。
【請求項１４】
　噴霧乾燥物である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の固体分散体。
【請求項１５】
　高温溶融押出物である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の固体分散体。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項で定義されている固体分散体からなる粒子。
【請求項１７】
　請求項１～１５のいずれか一項で定義されている固体分散体を含む粒子。
【請求項１８】
　製薬的に許容される担体と、請求項１～１５のいずれか一項に記載の固体分散体と、を
含む、医薬製剤。
【請求項１９】
　製薬的に許容される担体と、請求項１６又は１７に記載の粒子と、を含む、医薬製剤。
【請求項２０】
　前記製剤が６０ｍｇのＡＲＮ－５０９を含む、請求項１８又は１９に記載の製剤。
【請求項２１】
　前記製剤が１２０ｍｇのＡＲＮ－５０９を含む、請求項１８又は１９に記載の製剤。
【請求項２２】
　前記製剤が２４０ｍｇのＡＲＮ－５０９を含む、請求項１８又は１９に記載の製剤。
【請求項２３】
　前記固体分散体の重量が製剤の総重量の２０～４０％の範囲である、請求項１８～２２
のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項２４】
　前記製剤が錠剤である、請求項１８～２３のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項２５】
　経口投与に適している、請求項２４に記載の製剤。
【請求項２６】
　ＡＲＮ－５０９、ポリ（メタ）アクリレート共重合体、及びＨＰＭＣＡＳを好適な溶媒
中で混合する工程と、前記混合物を噴霧乾燥させる工程と、を含む、請求項１４に記載の
固体分散体を調製するためのプロセス。
【請求項２７】
　前記適切な溶媒が、ジクロロメタンとメタノールの混合物である、請求項２６に記載の
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プロセス。
【請求項２８】
　前記混合物中のジクロロメタンとメタノールとの重量比が５０：５０である、請求項２
７に記載のプロセス。
【請求項２９】
　前立腺癌の治療のための、請求項１８～２５のいずれか一項に記載の医薬製剤。
【請求項３０】
　経口投与用である、請求項２９に記載の医薬製剤。
【請求項３１】
　請求項１８～２５のいずれか一項に記載の医薬製剤であって、別の抗癌剤との組み合わ
せで用いられる、医薬製剤。
【請求項３２】
　前記医薬製剤が前記別の抗癌剤を含む、請求項３１に記載の医薬製剤。
【請求項３３】
　前記別の抗癌剤がアンドロゲン生合成阻害薬である、請求項３１または３２に記載の医
薬製剤。
【請求項３４】
　前記別の抗癌剤が酢酸アビラテロンである、請求項３１または３２に記載の医薬製剤。
【請求項３５】
　プレドニゾンとのさらなる組み合わせで用いられる、請求項３１～３４のいずれか一項
に記載の医薬製剤。
【請求項３６】
　前記医薬製剤が前記プレドニゾンを含む、請求項３５に記載の医薬製剤。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルに由来する共重合体（ポリ（メタ）アク
リレート）は、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）として産業界では知られている。Ｅｕｄｒ
ａｇｉｔ（登録商標）は、様々なポリ（メタ）アクリレート系共重合体の商標名である。
異なるグレードが入手可能である。本発明の一態様では、ＡＲＮ－５０９との分散体中の
Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）は、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）Ｌ　１００－５５であ
り、これは、メタクリル酸及びエチルアクリレートをベースとするアニオン性共重合体を
含有している（ＣＡＳ番号２５２１２－８８－８；化学名／ＩＵＰＡＣ名：ポリ（メタク
リル酸－コ－エチルアクリレート）１：１）（Ｅｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）。
本発明の一態様では、ＡＲＮ－５０９との分散体中のＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）は、
Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）Ｅ　１００であり、これは、メタクリル酸ジメチルアミノ
エチル、メタクリル酸ブチル、及びメタクリル酸メチルをベースとするカチオン性共重合
体である（ＣＡＳ番号２４９３８－１６－７；化学名／ＩＵＰＡＣ名：ポリ（ブチルメタ
クリレート－コ－（２－ジメチルアミノエチル）メタクリレート－コ－メチルメタクリレ
ート）１：２：１（Ｅｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）。
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